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＜営業開始までの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開設届出＞ 

開設の届出にあたっては、次のものが必要です。（美容師法施行規則第１９条関係） 

ﾁｪｯｸ欄 必 要 書 類 等 備  考 

１ □ 美容所開設届出書（様式第１号） 【２部】 

２ □ 
美容所の平面図、付近見取図 

※設計図、住宅地図等の添付でも可 

【２部】 

図中に詳細事項を追記してくださ

い。（p.５記入例参照） 

３ □ 
従業する美容師全員の美容師免許証  

※届出時に確認後、返却します 

【原本】 

記載の氏名に変更がある場合 

→p2.Q3 を参照ください。 

４ □ 

従業する美容師全員の診断書（参考様式）  

（結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書） 

※診断日より１ヵ月以内のもの 

【原本】 

５ □ 

従業する美容師が２名以上の美容所については、 

そのうち 1 名が管理美容師であることを証する書類 

※管理美容師は他の美容所との兼任はできません 

※届出時に確認後、返却します 

【原本】及び【その写し 2 部】 

記載の氏名に変更がある場合 

→p2.Q3 を参照ください。 

６ □ 
開設者が外国人の場合は、住民票の写し（住民基本台帳

法第３０条の４５に規定する国籍等を記載したものに限る） 
【市町村が発行する写しの原本】 

７ □ 手数料 16,000 円(新規手数料) 

  

美 容 所 を 開 設 さ れ る 方 へ 

開設 

届出 

・下に記載する必要書類等を保健所に提出してください。 

・提出時に、施設の確認検査の日程調整を行います。 

（※）検査までに施設を完成させ、必要な設備・器具を揃えてください。 

使用前 

検査 

・構造設備等が構造設備基準に適合しているか確認します。 

・施設が未完成・設備が整っていない場合は再検査となる場合があ

りますので、注意してください。 

（※）検査後、すぐに営業ができるわけではありません。 確認 

済証 

の交付 

・保健所からの連絡後、確認済証を交付します。 

・保健所からの連絡後、受け取りのため来所をお願いします。 

・確認済証は施設内の見やすい場所に、掲示してください。 

届
出
の
時
期
は
、
営
業
開
始
予
定
日
ま
で
の

日
程
に
余
裕
を
持
っ
て
お
願
い
し
ま
す
。 

営業開始 
（※）保健所からの連絡をもって、営業を開始できます。 

   保健所からの連絡は使用前検査後、概ね１週間要します。 
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＜よくあるご質問＞ 

Ｑ１ 免許証を紛失したのですが。 

Ａ１ 公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ再交付の手続きをしてください。 

（電話：03-5579-6878 ＨＰ：https://www.rbc.or.jp/license/） 

 

Ｑ２ 管理美容師講習会修了証書を紛失したのですが。 

Ａ２ 大阪府以外の都道府県で受講された方又は平成10年度以降に大阪府で受講された方 

→公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ再交付の手続きをしてください。 

（電話：03-5579-6878 ＨＰ：https://www.rbc.or.jp/workshop/） 

   平成９年度以前に大阪府で受講された方 

→大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課へ「修了済み証明書」の申請方法についてお問い

合わせください。 

（電話：06-6944-9910、ＨＰ：h t tps :/ /www .pref. o sak a .lg .jp /ka n kyoeis e i/r ib iyou/） 

 

Ｑ３ 免許証、管理美容師講習会修了証書に記載されている氏名に変更があるのですが。 

Ａ３ 氏名が変更したことが分かる公的な証明書を持参してください。（戸籍謄本（全部事項証

明）、戸籍抄本（個人事項証明）など）なお、免許証は公益財団法人理容師美容師試験研修

センターで書換え交付申請することができます。また、変更後の氏名の講習会修了証を必要

とする場合は、「Ａ２」にならいお問い合わせください。 

 

Ｑ４ 保健所の確認を受けて既に営業している施設を、同一の場所で建替える又は別の場所へ移

転する場合は。 

Ａ４ 旧の施設を廃止し、新たに保健所（移転の場合は移転先の管轄保健所）へ開設の手続きを

してください。 

 

Ｑ５ 保健所の確認を受けて既に営業している施設を、増・減築、改装する場合は。 

Ａ５ 工事に係る変更内容により手続きが異なりますので、保健所へお問い合わせください。 
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様式第１号 

 美 容 所 開 設 届 出 書

   

令和〇年 〇月 〇日 
 

吹田市保健所長 宛  

届出者（開設者） 住  所 吹田市江坂町○－○ 

（フリガナ）   ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ○○○ 

氏  名 株式会社○○○ｽｲﾀ  ﾀﾛｳ 

     代表取締役 吹田 太郎 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

美容師法第１１条第１項の規定により、次のとおり美容所の開設の届出をします。 

※以下の情報は原則吹田市ホームページに公開します。 

施設名称、施設所在地、施設電話番号、営業者名（法人の場合は代表者役職および代表者氏名を

含む）、営業者住所（法人の場合のみ） 

上記項目のうち公開することに不都合がある場合は次の欄にチェックをしてください。 

■ 施設電話番号 □ 営業者名（個人の場合） □ 代表者役職（法人の場合） 

□ 代表者氏名（法人の場合）  

名 称 
フリガナ ヘアーサロン○○○ 

ヘアーサロン○○〇 

所 在 地 吹田市江坂町○－○  ○○ビル２階 
（商業ビル内等に美容所がある場合は、ビル名、階数まで御記入ください。） 

電 話 番 号 ０６－６３８５－○○○○ 開設予定年月日日令和〇年 〇月 〇日 

Ｆ Ａ Ｘ ０６－６３８５－○○○○ メールアドレス ○○＠○○．jp 

種 別 ■美容   □化粧、結髪等の業のみ（             ） 

従 事 者 数 （  ３  ）人  （内免許所有者数（  ２  ）人） 

構

造

設

備 

面 積 （  ７３．７  ）㎡  （内待合所面積 （  ８．６  ）㎡） 

採光・照明 □白熱灯  □蛍光灯  ■ＬＥＤ  □その他（          ） 

換 気 □自然換気 ■機械換気 

床 材 質 
□コンクリート  ■ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｼｰﾄ  □ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ  □ﾘﾉﾘｭｰﾑ  □木板 
□その他（          ） 

腰 板 材 質 
□コンクリート  □ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｼｰﾄ  ■ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ  □ﾘﾉﾘｭｰﾑ  □木板 
□その他（          ） 

器 具 

美容椅子（ ４）台 蒸タオル器（ ０）台 未消毒器具容器（ １）個 

消毒済器具容器（ １）個 ふた付き毛髪箱（ １）個 ふた付き汚物箱（ １）個 

流水装置（ １）台 救急箱（ １）個  

消毒方法 
■紫外線   □煮沸   □湿熱   ■エタノール   □次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 

□逆性石ケン       □ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ      □両性界面活性剤 

<記入例> 

ビル、マンション等に美容所がある場合

は、建物名、号室まで記入してください。 
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管 理 美 容 師 氏 名 美容師免許証及び管理美容師講習会修了証 
結核、皮膚疾患

の有無 

フリガナ スイタ ハナコ 美容師免許証 

有・無 

吹田 花子 

■厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第○○○○○○号 

登録年月日   令和〇年 〇月 〇日 

管理美容師講習会修了証 

 知事（都道府県名 大阪府） 

修了番号   第○○○○号 

修了年月日   令和〇年 〇月 〇日 

住    所 吹田市垂水町〇丁目〇－〇 

美 容 師 氏 名 美 容 師 免 許 証 
結核、皮膚疾患 

の有無 

フリガナ スイタ タロウ 
■厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第○○○○○○号 

登録年月日   令和〇年 〇月 〇日 

有・無 
吹田 太郎 

フリガナ 
□厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第        号 

登録年月日     年  月  日 

有・無 
 

フリガナ 
□厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第        号 

登録年月日     年  月  日 

有・無 
 

フリガナ 
□厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第        号 

登録年月日     年  月  日 

有・無 
 

フリガナ 
□厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第        号 

登録年月日     年  月  日 

有・無 
 

フリガナ 
□厚生労働大臣 □知事（都道府県名     ） 

登録番号   第        号 

登録年月日     年  月  日 

有・無 
 

その他の従業者氏名 

フリガナ スイタ ジロウ フリガナ 

吹田 次郎  

フリガナ フリガナ 

  

美容所と同一の場所で現に理容所を開設している場合は、 

当該理容所の名称 
 

美容所と同一の場所で理容所を開設しようとして理容所開

設届を提出している場合（上欄の場合を除き、この届出書と

同時に理容所開設届を提出する場合を含む。）は、当該理容

所の開設予定年月日 

年  月  日 

美容師免許を有しない従業者は、こちらに

氏名のみを記載してください。 

同一施設内で理容所を開設していない 

又はしない場合は、空欄としてください。 
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施設の平面図 

付近の見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意点 

１ 作業場・待合所の面積の計算の根拠となる寸法を記入すること 

（※寸法は壁の中心から中心までの距離ではなく、室内の内寸法です） 

２ 換気扇、美容いす 、ふた付き毛髪箱、ふた付き汚物箱、救急薬品、消毒済器具容器、未消毒

器具容器、流水装置、消毒薬等、確認済証掲示位置、待合所位置を明示すること 

別紙参照 有・無 

別紙参照 有・無 

本様式には記載せず、建築平面図

等の別紙に注意点を追記する場合

は、「有」を選択してください。 

換
気
扇 

紫外線 
消毒器 

待合所 

ふた付き汚物箱 
確認済証 
掲示位置 

消毒薬、 
救急薬品 

ふた付き毛髪箱 

9.50m 

1.55m 2.90m 

7.10m 

2.95m 

3.05m 入 

口 

美容いす 

未消毒器具容器 
消毒済器具容器 

受付 

○○銀行 

 ○○ 

スーパー 

江坂町〇丁目交差点 

○
○
交
番 

○
○
駅 

コ
ン
ビ
ニ 

北 

本様式に記載せず、インターネット上の地

図提供サービスを印刷して施設の所在地を

示す場合は、「有」を選択してください。 

衝立 

↓ヘアーサロン○○○ 

 

流水装置 
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添付書類 

 １ 施設の平面図及び付近の見取り図 ２部（前頁に記載している場合は不要） 

 ２ 従業する美容師全員の美容師免許証【原本】 

 ３ 従業する美容師全員の診断書（参考様式） 【原本】 

 （結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書） ※診断日より 1ヵ月以内のもの 

 ４ 管理美容師講習会修了証（従業する美容師が２名以上の場合）【原本】及び【写し２部】 

 ５ 開設者が外国人の場合、住民票の写し【市町村が発行する写しの原本】 

（住民基本台帳法第３０条の４５に規定する国籍等を記載したものに限る） 


